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技能実習適正化支援センター（TITSC）の横山です。 

9 月号は、外国人雇用に活用できる助成金・補助金についてご紹介します。 

外国人労働者数が増大する状況を踏まえ、国は様々な助成金・補助金制度を整備しています。技能実習生、特定

技能外国人に利用できるものは下記のとおりです。 

 

１．人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース） 

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成

するもの。 

支援対象経費： 

① 通訳費 

② 翻訳機器導入費（事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入） 

③ 翻訳料（社内マニュアル、標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む） 

④ 弁護士、社会保険労務士等への委託料（外国人労働者の職場環境整備措置に要する委託料） 

⑤ 社内標識類の設置・改修費（外部機関等に委託する多言語の社内標識類に関する設置・改修に要する経費） 

支給額：次の制度について１制度導入につき２０万円（上限額８０万円） 

（ア） 雇用労務責任者の選任 

（イ） 就業規則等の多言語化 

（ウ） 苦情・相談体制の整備 

（エ） 一時帰国のための休暇制度の整備 

（オ） 社内マニュアル・標識類等の多言語化 

申請先：都道府県労働局 

詳細：人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）｜厚生労働省 

 

２．トライアル雇用 

職業経験、技能、知識の不足などで就職困難な外国人等を、原則３ヵ月間有期雇用することにより、その適正や能

力を見極め、常時雇用への移行を目的とした制度。 

支給額（月額）：最大４万円（最長３ヵ月） 

申請先：労働局、ハローワーク 

詳細：トライアル雇用 ｜厚生労働省 

 

３．キャリアアップ助成金 

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる外国人を含む非正規雇用の労働者の企業内での

キャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するもの。 

申請先：労働局、ハローワーク 

技能実習適正化支援センター 
Technical Intern Training Support Center 

mailto:info@titsc.org
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00002.html


詳細：キャリアアップ助成金｜厚生労働省 

 

４．雇用調整助成金 

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的

な雇用調整（休業、教育訓練または出向）を実施することによって、外国人労働者を含む従業員の雇用を維持した

場合に助成されます。一人１日当たり最大８，３６５円支給される。 

申請先：労働局、ハローワーク 

詳細：雇用調整助成金 ｜厚生労働省 

 

５．若年技能者人材育成支援等事業（ものづくりマイスター制度） 

ものづくり分野等において優れた技能、経験を有する方を「ものづくりマイスター」として認定・登録し、「ものづくりマイスタ

ー」が中小企業や学校等の若年技能者に対して実践的な実技指導を行うことで、効果的な技能の継承や後継者の

育成を行うもの。外国人従業員の技能向上にも活用できる制度。 

申請先：地域技能振興センター 

詳細：若年技能者人材育成支援等事業（ものづくりマイスター制度） ｜厚生労働省 

 

なお、地方自治体も様々な形で外国人雇用を支援しています。地元の自治体に利用できる外国人雇用の支援策が

あるか確認することをお勧めします。外国人雇用に活用できる助成金・補助金のお問合せは TITSC へ！ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

弊センターは、技能実習制度や入管手続きに詳しい行政書士、社労士による外国人技能実習制度を取扱う専門

機関です。行政書士の全国ネットワークを活用した体制を整え、監理団体などの申請手続きを支援します。外国語に

も対応できます。 

弊センターでは監理団体及び実習実施者に向けさまざまなサービスを提供しております。 

手数料一覧は、弊社ホームページをご覧ください。 

➢ 機構計画認定申請と入管申請 

➢ 建設キャリアアップシステム代行申請、建設特定技能受入計画認定申請 

➢ 外部監査 

➢ その他（法的保護講習、各種労務関係手続き支援、相談、特定技能への移行） 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

技能実習適正化支援センター（Technical Intern Training Support Center） 

代表 渡邉 奉勝 

〒248-0023  神奈川県鎌倉市極楽寺 1-6-29 

TEL/FAX：045-8787-290 携帯：090-4710-3790 

E-mail：info@titsc.org  URL：http://www.titsc.org/ 
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